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厚
生
年
金
保
険
法
改
正
に
関
す
る
問
題
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昭
和
二
九
年
五
月
に
全
面
的
に
改
正
さ
れ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
現
行
厚
生
年
金
保
険
法
は
「
保
険
料
率
は
、
保
険
給
付
に
要
す
る
費
用

の
予
想
額
並
び
に
予
定
運
用
収
入
及
び
囚
庫
負
担
の
額
に
照
ら
し
、
　
将
来
に
わ
た
っ
て
、
　
財
政
の
均
衡
を
保
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
且
つ
少
く
と
も
五
年
ご
と
に
、
こ
の
黍
に
従
．
て
再
計
讐
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
」
（
法
八
一
条
匹
宴
）
と
定
め
て
い
る
の
で
、
昭
和

三
四
年
に
は
保
険
料
率
を
再
計
算
し
て
こ
れ
を
改
正
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
そ
し
て
厚
生
年
金
保
険
法
の
財
政
方
式

が
、
五
年
ご
と
に
料
率
を
引
上
げ
て
最
終
料
率
に
至
る
い
わ
ゆ
る
修
正
積
立
方
式
を
と
っ
て
・
い
る
関
係
か
ら
、
料
率
の
再
計
算
と
は
料
率

の
引
土
げ
に
他
な
ら
ず
、
従
っ
て
三
四
年
度
の
法
律
改
正
が
料
率
改
訂
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
の
他
に
も
、
こ
の
改
正
を
機
会
に
、
改
善
或
い
は
改
正
せ
ね
ば
な
ら
な
い
い
ろ
’
い
ろ
の
闇
題
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
一
は
厚
生
年
金
保
険
の
制
度
自
体
に
内
在
す
る
問
題
で
あ
り
、
他
は
、
早
晩
発
足
す
る
筈
の
国
民
年
金
制
度
と
の
関
連
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ

生
ず
る
問
題
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
き
、
若
干
の
検
討
を
加
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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一

　
わ
が
国
の
公
的
年
金
諸
制
度
が
い
ろ
い
ろ
な
職
域
に
お
い
て
個
別
的
に
作
ら
れ
て
い
て
、
相
互
問
に
何
ら
の
関
係
も
な
い
と
い
う
状
態

を
改
め
て
、
こ
れ
ら
を
一
本
の
制
度
に
統
合
、
調
整
す
る
と
い
う
こ
と
並
び
に
、
被
用
者
中
の
一
部
を
適
用
対
象
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
現

在
の
年
金
制
度
を
全
国
民
を
対
象
と
す
る
制
度
と
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
長
ら
く
宿
題
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
国
民
年
金
制
度

に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
四
年
度
実
施
を
座
標
と
し
て
政
府
で
も
立
案
作
業
を
行
っ
て
お
り
、
最
近
に
至
っ
て
国
民
年
金
制
度
要
綱
（
第
一

次
）
案
も
公
表
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
か
ら
、
そ
れ
が
成
洪
化
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
今
後
も
な
お
い
ろ
い
ろ
な
曲
折
・
は
あ
る
に
し
て
も
、

と
に
か
く
昭
和
三
四
年
度
中
に
は
、
何
ら
か
の
形
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
従
来
各
個
別
々
に
分
立
し
、
相
互
間
に
何
ら
の
連
絡
も
な
い
各
種
の
公
的
年
金
制
度
を
綜
合
、
調
整
し
て
、
社
会
保
障
制

度
の
中
核
的
機
能
を
果
す
こ
と
の
で
き
る
綜
合
的
な
制
度
と
し
ょ
う
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
、
綜
合
統
一
を
実
現
す
る

た
め
の
努
力
よ
り
も
、
却
っ
て
逆
に
、
既
存
制
度
か
ら
分
離
し
て
新
ら
し
い
制
度
を
作
り
、
分
立
の
状
態
を
一
層
激
化
さ
せ
よ
う
と
ウ
る

傾
向
が
見
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
分
立
的
な
傾
向
は
、
既
に
昭
和
二
八
年
に
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
が
制
定
さ
れ
た
時
か
ら
見
受
け
ら
れ
る
が
、
最

近
で
は
、
特
に
そ
の
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
き
ぐ
い
る
。
こ
れ
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
最
近
の
事
例
と
し
て
は
、
昭
和
三
三
年
に
制
定

さ
れ
た
農
林
漁
業
罧
瞥
共
済
組
合
法
（
昭
三
三
年
法
第
九
九
号
）
塞
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
法
は
、
昭
和
三
四
年
一
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
適
用
を
受
け
て
組
合
員
と
な
る
者
は
、
農
業
協
同
組
合
、

森
林
組
合
、
水
産
業
協
同
組
合
、
農
業
共
済
組
合
、
漁
船
保
険
組
合
、
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
な
ど
の
職
員
で
あ
る
。
そ
し
て
給

付
と
し
て
は
、
退
職
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
に
一
時
金
が
あ
る
。
掛
金
率
は
一
、
○
○
○
分
の
八
○
程
度
で
、
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組
合
員
と
団
体
と
が
折
半
負
担
す
る
。
国
庫
負
担
は
給
付
費
の
一
〇
〇
分
の
一
五
と
事
務
費
全
額
で
あ
る
。
組
合
員
と
さ
れ
る
者
の
数
は

　
　
二
六
万
人
余
で
、
そ
の
う
ち
大
部
分
は
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
だ
っ
た
人
々
で
あ
る
b

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
組
合
員
と
な
る
職
員
は
、
大
部
分
が
既
に
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
て
い
る
者
で
あ
る
し
、
勤
続

　
　
年
数
も
短
か
く
て
平
均
五
、
六
年
に
す
ぎ
ず
、
退
職
年
金
を
受
け
得
べ
き
者
は
全
体
の
一
二
％
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
人
々
の

　
　
た
め
に
、
厚
生
年
金
保
険
か
ら
分
離
し
て
特
別
な
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
は
、
全
然
意
味
が
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
れ
ら

　
　
の
職
員
の
給
．
与
水
準
も
、
一
般
産
業
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
極
め
て
低
く
、
一
般
産
業
の
給
与
が
平
均
一
七
、
○
○
○
円
で
あ
る
の
に
対
し
、

　
平
均
九
、
○
○
○
円
と
い
う
程
度
で
あ
る
か
ら
、
長
期
給
付
の
み
で
一
、
○
○
○
分
の
八
0
と
い
う
よ
う
な
高
率
の
保
険
料
負
担
に
は
到

　
　
底
堪
え
得
な
い
者
が
多
数
生
ず
る
下
れ
が
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
多
数
の
下
級
職
員
の
犠
牲
に
よ
っ
て
高
級
専
従
職
員
の
み
が
利
益
を
得

　
　
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
兼
ね
な
い
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
次
第
な
の
で
、
本
法
の
制
定
に
際
し
て
は
、
当
然
に
厚
生
省
を
初
め
各
方
面
か
ら
激
し
い
反
対
が
さ
れ
た
。
例
え
ば
社
会

　
保
障
制
度
審
議
会
は
、
本
法
案
の
諮
問
に
対
す
る
答
申
書
の
中
で
、
本
法
案
は
「
年
金
一
元
化
の
方
向
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
民

　
年
金
の
実
施
も
目
前
に
せ
ま
っ
た
今
日
、
こ
う
い
う
部
分
的
措
置
を
と
ろ
う
と
す
る
政
府
の
考
え
方
に
は
賛
嬉
し
が
た
い
」
と
述
べ
て
い

　
　
る
し
、
国
民
年
金
委
員
も
、
こ
れ
は
「
国
民
年
金
制
度
の
計
画
を
未
然
の
う
ち
に
不
可
能
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
」
と
説
い
て
い
た
。

　
　
　
こ
の
よ
ヶ
に
激
し
い
反
対
が
あ
っ
た
た
め
、
政
府
は
、
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
案
の
国
会
提
出
を
決
定
し
た
昭
和
三
三
年
三

　
　
月
七
日
の
閣
議
に
お
い
て
「
政
府
は
国
民
年
金
制
度
の
創
設
準
備
を
積
極
的
に
進
め
、
そ
の
速
か
な
実
現
を
期
す
る
も
の
と
し
、
そ
れ
玄

　
　
で
の
間
は
馬
現
存
す
る
各
種
年
金
制
度
の
分
立
を
も
た
ら
す
よ
う
な
新
た
な
制
度
の
創
設
は
認
め
な
い
も
の
と
す
る
」
と
い
う
串
し
合
せ

説　
　
を
し
、
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
の
み
は
例
外
と
し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

論　
　
木
法
が
各
方
面
か
ら
激
し
い
反
対
を
受
け
な
が
ら
、
結
局
例
外
措
置
と
し
て
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
原
因
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
考
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え
ら
れ
る
が
、
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
厚
生
年
金
保
険
制
度
自
体
に
さ
ま
ざ
ま
な
欠
陥
が
存
在
し
て
い
て
、
被
保
険

説　
　
者
が
従
来
こ
の
制
度
に
対
し
多
大
の
不
満
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ

論　
　
の
こ
と
は
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
本
法
案
に
反
対
の
旨
を
答
申
し
た
と
き
に
、
同
じ
答
申
書
の
．
中
で
「
こ
う
い

　
　
つ
た
要
望
が
一
部
に
現
わ
れ
る
こ
と
は
、
現
行
の
厚
生
年
金
制
度
が
魅
力
を
欠
く
た
め
で
あ
っ
て
、
政
府
と
し
て
は
、
早
急
に
そ
の
改
善

　
　
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
ま
た
、
中
小
企
業
政
治
連
盟
は
、
現
行
の
厚
生
年
金
保
険
制
度
に
対
し
て
極
め
て
批
判
的
で
あ
り
、
8
　
中
小
企
業
の
従
業
員
は
勤
続

　
　
年
数
が
少
い
た
め
、
二
〇
年
の
年
金
受
給
資
格
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
被
保
険
者
は
少
な
い
の
に
、
厚
生
年
金
保
険
は
こ
の
実
状
を
無
視

　
　
し
て
い
る
の
で
、
中
小
企
業
の
従
業
員
の
多
数
の
者
が
保
険
料
掛
け
捨
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
し
、
口
竜
中
小
企
業
の
従
業
員
は
後
に
独
立

　
　
の
自
営
業
者
、
事
業
主
に
な
る
者
が
相
当
多
い
が
、
こ
の
場
合
に
は
厚
生
年
金
保
険
を
脱
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
更
に
、
口
　
従

　
　
業
員
な
ら
ば
高
令
者
で
も
強
制
加
入
さ
せ
ら
れ
る
な
ど
の
珊
由
か
ら
、
厚
生
年
金
保
険
か
ら
分
離
し
て
中
小
企
業
の
事
業
主
と
従
業
員
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

　
　
福
祉
増
進
の
た
め
に
中
小
企
業
退
職
基
金
制
度
を
創
設
し
よ
う
と
し
、
中
小
企
業
退
職
給
付
法
の
制
定
を
政
府
に
要
望
し
て
い
る
。
こ
れ

　
　
も
、
厚
生
年
金
保
険
に
不
満
を
抱
き
そ
れ
か
ら
独
立
し
て
独
自
の
制
度
を
持
と
う
と
す
る
運
動
の
適
例
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
中
小
企
業
政
治
連
盟
の
運
動
に
照
応
し
て
、
労
働
省
で
は
、
中
小
企
業
労
働
者
の
福
祉
を
は
か
る
た
め
、
最
近
「
中
小
企
業
従
業
員
等

　
　
退
職
共
済
事
業
法
案
要
綱
」
を
作
成
し
、
次
ぎ
の
通
常
国
会
へ
の
提
出
を
目
標
に
し
て
法
文
化
を
急
い
で
い
る
が
、
こ
れ
も
、
厚
生
年
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　
　
保
険
か
ら
分
離
、
独
立
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
厚
生
年
金
保
険
か
ら
の
分
離
運
動
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
、
厚
生
年
金
保
険
制
度
の
内
容
を
改
善
し
、
こ
れ
を
魅
力
あ
る

　
　
制
度
と
す
る
よ
う
に
、
現
行
厚
生
年
金
保
険
法
を
改
正
す
る
こ
と
が
、
当
面
の
重
要
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
一
）
　
本
中
小
企
業
政
治
連
盟
が
創
設
を
希
望
し
て
い
る
退
職
給
付
制
度
の
骨
子
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
り
　
中
小
企
業
主
と
従
業
員
の
相
互
扶
助
の
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精
神
に
基
い
て
、
全
国
を
一
本
と
し
た
特
殊
法
人
中
小
企
業
福
利
厚
生
事
業
団
（
仮
称
）
．
を
設
立
し
、
国
庫
補
助
（
給
付
費
の
一
〇
〇
分
の
一
五
）

　
　
を
受
け
、
加
入
者
た
る
事
業
主
と
従
業
員
の
退
職
、
死
亡
、
災
厄
な
ど
の
事
態
に
回
す
る
共
済
給
付
及
び
当
該
資
金
の
中
小
企
業
へ
の
還
元
融
資
と

　
　
福
利
厚
生
事
業
を
積
極
的
に
行
い
、
恵
ま
れ
な
い
中
小
企
業
従
事
者
の
生
活
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
口
　
事
業
団
の
給
付
事
業
の
主
眼
で

　
　
あ
る
退
職
給
付
金
額
は
、
四
種
類
に
分
け
た
掛
金
に
応
じ
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
第
一
種
掛
金
に
よ
る
と
（
加
入
後
五
年
未
満
は
掛
金
月
額
三
〇
〇

　
　
円
、
加
入
後
五
年
以
上
一
〇
年
未
満
は
月
額
六
〇
〇
円
、
一
〇
年
以
上
月
額
九
〇
〇
円
）
、
加
入
期
間
一
〇
年
の
者
の
退
贈
給
付
金
額
は
、
掛
金
合

　
　
計
六
一
、
二
〇
〇
円
の
約
三
倍
の
一
七
万
円
で
、
二
〇
年
の
者
に
は
六
〇
万
円
と
な
る
な
ど
、
相
当
有
利
な
内
容
で
あ
る
。
　
日
　
掛
．
金
の
負
担
割
．

　
　
合
は
、
事
業
主
三
分
の
二
、
従
業
員
三
分
の
一
と
な
っ
て
い
る
。

（
二
）
　
労
働
省
の
「
中
小
企
業
従
業
員
囲
池
職
共
済
事
業
法
案
要
綱
」
の
内
容
は
中
政
連
の
案
と
殆
ど
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
の
大
要
は
次
の
通
り
で
あ

　
　
る
。
肩
　
中
小
企
業
従
業
員
な
ど
の
退
職
金
の
給
付
に
関
す
る
事
業
や
福
祉
事
業
を
行
う
た
め
に
、
中
小
企
業
従
業
員
等
退
職
共
済
事
業
団
を
新
設

　
　
す
る
。
口
　
加
入
者
は
中
小
企
業
の
事
業
主
と
従
業
員
と
で
、
加
入
、
脱
退
は
自
由
と
す
る
。
同
　
給
付
と
し
て
は
、
イ
　
加
入
者
が
退
職
し
た
と

　
　
き
に
、
掛
金
納
付
の
月
数
に
応
じ
て
退
職
給
付
、
ロ
　
加
入
者
が
資
格
を
喪
失
し
て
脱
退
し
た
と
き
、
認
定
脱
退
金
。
そ
の
支
給
額
は
、
イ
の
一
〇

　
　
〇
分
の
八
五
、
ハ
　
加
入
者
が
任
意
脱
退
し
た
と
き
、
掛
金
の
元
利
合
計
を
脱
退
還
付
金
と
し
て
支
給
す
る
。
㈱
　
掛
金
は
一
口
三
〇
〇
円
と
し
、

　
　
五
口
を
限
度
と
し
、
事
業
主
三
分
の
二
、
従
業
員
三
分
の
｝
の
割
合
と
す
る
が
、
事
業
主
が
全
額
負
担
し
て
も
よ
い
。
事
業
主
で
あ
る
加
入
者
は
全

　
　
額
自
己
負
担
す
る
。
国
　
国
庫
は
事
務
費
全
額
と
退
職
給
付
と
福
祉
事
業
晋
の
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
分
の
一
五
を
補
助
す
る
。

　
　
　
こ
の
労
働
省
案
に
対
し
、
．
通
産
省
は
一
〇
刀
二
〇
日
の
省
議
で
修
正
申
入
を
行
う
こ
ど
を
決
定
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
大
朝
西
部
版
昭
三

　
　
三
・
一
〇
・
一
二
）
。
修
正
申
入
の
主
要
な
理
由
と
し
て
は
、
「
退
職
金
制
度
は
沿
革
的
に
も
、
実
際
的
に
も
、
使
用
者
の
制
度
で
あ
り
、
新
し
い

　
　
制
度
を
普
及
さ
せ
る
た
め
に
も
、
事
業
主
の
制
度
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
」
こ
と
を
挙
げ
、
「
中
小
企
業
の
安
定
と
振
興
を
目
的
と
し
た
事
業
主

　
　
の
共
同
き
ょ
出
制
度
を
主
と
し
て
、
あ
わ
せ
て
従
業
員
等
の
福
祉
の
増
進
を
は
か
る
こ
と
と
す
べ
き
だ
」
と
し
て
い
る
。
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二

　
厚
生
年
金
保
険
制
度
の
魅
力
を
喪
失
さ
せ
、
被
保
険
者
に
満
足
を
与
え
な
い
程
の
不
備
、
欠
陥
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、

ま
た
こ
れ
を
魅
力
あ
る
制
度
と
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
改
正
が
必
要
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
簡
単
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
第
一
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
現
行
法
の
適
用
対
象
が
一
部
の
被
用
者
に
限
ら
れ
て
い
て
》
五
入
未
満
の
従
業
員
を
使
用
す
る
事
業
所

に
は
適
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
わ
が
国
の
企
業
が
中
小
企
業
、
特
に
零
細
企
業
で
そ
の
大
部
分
が
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
考
え
る
と
㌧
、
零
細
企
業
に
適
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
致
命
的
な
欠
陥
で
あ
る
。

　
従
業
員
五
人
未
満
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
て
い
る
人
々
に
保
険
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
社
会
保
険
の
す
べ
て
に
通
じ
て
重
要

な
問
題
で
あ
る
が
、
失
業
保
険
に
お
い
て
は
、
昭
和
三
三
年
の
法
律
改
正
に
よ
っ
て
、
五
人
未
満
の
小
規
模
事
業
所
の
従
業
員
に
対
し
て

も
、
適
用
を
拡
げ
る
た
め
の
措
置
が
と
ら
れ
た
。
疾
病
保
険
の
部
門
で
も
、
国
民
健
康
保
険
法
の
改
正
が
実
現
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
間
題

は
一
応
の
解
決
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
厚
生
年
金
保
険
に
お
い
て
も
、
五
人
未
満
の
事
業
所
の
従
業
員
に
拡
大
適
用
で
き
る
よ
う
な
立

法
措
置
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
五
人
未
満
の
事
業
所
の
従
業
員
を
適
確
に
把
握
し
て
直
ち
に
強
制
適
用
の
対
象
と
す

る
こ
と
「
は
、
適
用
対
象
と
な
る
人
々
を
調
査
す
る
だ
け
で
も
多
大
の
費
用
と
人
員
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
簡
単
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、
取
敢
ず
任
意
包
括
加
入
制
度
の
方
法
を
充
分
に
活
用
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
速
か
に
被
保
険
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
措

置
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
、
従
業
員
五
人
未
満
の
事
業
所
へ
の
適
用
促
進
と
な
ら
ん
で
、
否
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
も
一
層
重
要
な
こ
と
は
、
適
用
洩
れ
の
事
業

所
の
絶
滅
に
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。
五
人
以
上
の
従
業
員
を
使
用
し
て
い
る
事
業
所
で
あ
っ
て
当
然
厚
生
年
金
保
険
法
の
適
用
を
受
け

て
い
る
筈
で
あ
る
の
に
、
未
だ
に
適
用
洩
れ
と
な
り
て
い
る
事
業
所
が
多
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
公
知
の
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
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ら
に
つ
い
て
は
、
早
急
に
調
査
を
行
っ
て
、
適
用
洩
れ
と
い
う
事
態
を
根
絶
す
る
よ
う
な
行
政
措
置
或
い
は
立
法
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。

　
　
　
次
に
、
現
行
の
厚
生
年
金
保
険
法
で
は
、
事
業
主
に
対
し
、
任
意
適
用
の
認
可
申
請
、
そ
の
取
消
申
請
、
被
保
険
者
資
格
の
取
得
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
喪
失
の
届
出
、
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
に
関
す
る
事
項
の
届
出
そ
の
他
、
厚
生
年
金
保
険
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
い
ろ
い
ろ
な

　
事
務
を
行
う
義
務
を
負
わ
せ
、
違
反
に
対
し
て
は
罰
則
を
以
て
臨
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
務
は
相
当
煩
雑
で
、
そ
れ
を
処
理
す
る
に

　
　
は
相
当
の
時
間
を
要
す
る
の
で
、
従
業
員
五
人
未
満
程
度
の
零
細
企
業
の
個
人
事
業
主
に
こ
れ
ら
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
要
求
す
る
の

　
は
、
零
細
事
業
所
の
実
態
に
そ
わ
な
い
、
過
大
な
要
求
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
故
に
、
そ
れ
ら
の
事
務
は
、
個
人
事
業
主
が
加
入
し
て
い

　
　
ち
事
業
協
同
組
合
や
事
業
主
団
体
な
ど
の
適
当
な
機
関
が
代
行
で
き
る
よ
う
な
立
法
措
置
が
為
さ
る
べ
き
で
あ
‘
る
。
保
険
料
の
納
付
に
つ

　
　
い
て
も
、
同
様
な
措
置
が
望
ま
れ
る
。
な
お
、
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
現
行
法
の
よ
う
に
毎
月
納
付
さ
せ
る
方
法
を
廃
止
し
て
、

　
　
三
ヵ
月
或
い
は
四
ヵ
月
に
分
納
さ
せ
る
方
法
を
採
用
す
る
方
が
、
保
険
料
の
納
入
成
績
を
高
く
し
、
徴
収
手
続
を
簡
素
化
す
る
こ
と
に
も

　
　
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
次
に
、
現
行
法
で
は
、
標
準
報
酬
月
額
の
最
高
額
は
一
八
、
○
0
0
円
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
余
り
に
も
低
額
で
、
実
情
に
そ
わ

　
　
な
い
も
の
で
あ
る
。
昭
和
二
九
年
に
現
行
法
が
制
定
さ
れ
、
標
準
報
酬
月
額
が
最
高
一
八
、
○
○
○
円
、
最
低
三
、
○
○
○
円
の
一
二
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

　
　
に
区
分
、
決
定
さ
れ
た
際
に
、
す
で
に
最
高
を
三
六
、
○
○
○
円
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
強
く
唱
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
健

　
　
康
保
険
の
標
準
報
酬
月
額
の
最
高
が
五
二
、
○
○
○
円
に
引
上
げ
ら
れ
て
い
る
今
日
に
お
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
標
準
報
酬
月
額
も
、

　
　
船
員
保
険
の
そ
れ
と
同
額
程
度
、
す
な
わ
ち
三
六
、
○
○
○
円
程
度
に
は
当
然
引
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
最
高
標
準
報
酬
月
額
が

説　
　
一
八
、
○
○
○
円
と
い
う
低
額
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
現
状
で
は
、
給
付
内
容
の
改
善
な
ど
は
、
到
底
実
現
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

論　
　
　
給
付
に
関
し
て
も
、
い
ろ
い
ろ
の
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。

25　（2一・4●45）　145



論説

　
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
、
年
金
額
の
定
額
部
分
の
金
額
が
、
現
行
法
で
は
非
常
に
低
額
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
現
行
法
で
は
老

令
年
金
の
基
本
年
金
額
の
定
額
部
分
は
二
四
、
O
O
O
円
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
額
に
決
定
さ
れ
た
際
に
、
政
府
が
厚
生
年
金
保
険
の

内
容
充
実
を
図
る
た
め
に
、
他
の
諸
施
策
と
と
も
に
「
老
令
年
金
基
本
額
の
定
額
分
を
三
万
六
千
円
に
引
上
げ
る
こ
と
」
と
い
う
附
帯
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
つ

議
が
附
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
現
在
で
は
、
こ
れ
を
少
く
と
も
三
六
、
○
○
○
円
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
年
額
三
六
、

○
○
○
円
、
す
な
わ
ち
月
額
三
、
0
0
0
円
は
、
生
活
保
護
法
に
よ
る
一
級
地
の
六
〇
歳
以
上
の
男
子
に
対
す
る
生
活
扶
助
基
準
額
と
ほ

　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

ぼ
同
額
で
あ
る
。
　
「
社
会
保
障
と
し
て
の
年
金
制
度
が
、
防
貧
の
見
地
に
立
ち
、
国
民
に
最
低
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
を
理
念
と
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
ノ

も
の
で
あ
る
」
以
上
、
こ
の
程
度
を
定
額
部
分
と
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
な
お
、
年
金
額
の
計
算
に
当
っ
て
は
、
全
被
保
険
者
期
間
の
平
均
標
準
報
酬
月
額
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
最
終
標
準
報
酬
月

額
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　
次
に
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
そ
の
他
の
共
済
組
合
制
度
で
は
、
年
金
受
給
資
格
期
間
を
こ
え
・
て
組
合
員
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、

資
格
期
聞
を
こ
え
る
一
年
ご
と
に
一
定
率
で
年
金
に
加
算
が
さ
れ
る
が
、
厚
生
年
金
保
険
に
お
い
て
は
、
受
給
資
格
期
間
二
〇
年
を
満
た

し
た
後
に
な
お
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
対
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
加
算
措
置
は
行
わ
れ
な
い
。
ま
た
資
格
期
間
を
満
了
で
き
ず
に
、
中
途

で
被
保
険
者
資
格
を
喪
失
し
、
脱
退
し
た
者
に
対
し
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
で
は
脱
退
手
当
金
が
支
給
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
受
給
要

件
や
脱
退
手
当
金
額
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
そ
の
他
の
共
済
組
合
制
度
の
退
職
一
時
金
制
度
に
比
べ
る
と
、
著
し
く
不
利
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
厚
生
年
金
保
険
に
お
い
て
は
、
男
子
被
保
険
者
が
脱
退
手
当
金
を
受
給
す
る
た
め
に
は
五
年
以
上
被
保
険
者
た

り
し
こ
と
を
要
す
る
の
に
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
で
は
、
組
合
員
期
間
三
年
で
退
職
一
時
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
や
、
厚

生
年
金
保
険
の
脱
退
手
当
金
額
が
被
保
険
者
期
間
五
年
以
上
六
年
未
満
の
者
に
は
平
均
標
準
報
酬
月
額
の
一
・
一
倍
で
あ
る
の
に
、
国
家

公
務
員
共
済
組
合
で
は
組
合
員
期
間
五
年
以
上
六
年
未
満
の
者
に
対
す
る
退
職
一
時
金
の
金
額
は
俸
給
日
額
の
一
二
〇
差
分
で
あ
る
と
い
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う
点
な
ど
を
見
た
だ
け
で
も
、
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
そ
の
他
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
な
ど
で
認
め
ら
れ
て
い
る
減
額
退
職
年
金
の
制
度
が
厚
生
年
金
保
険
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と

　
　
か
、
　
遺
族
給
付
の
面
で
は
遺
族
一
時
金
の
制
度
が
な
い
と
か
、
　
四
〇
歳
未
満
の
妻
が
遺
族
年
金
の
受
給
資
格
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
な

　
　
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
不
利
益
な
点
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
速
か
に
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
な
お
、
遺
族
年
金
額
は
老
令
年
金
の
半
額
と
な
っ
て
い
る
が
、
遺
族
の
最
低
生
活
を
保
障
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
言
え
ば
、
老
令
年
金

　
　
と
同
額
と
す
る
の
が
理
想
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
老
令
年
金
の
七
〇
％
を
保
障
す
る
よ
う
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
保
険
料
率
引
上
げ
の
問
題
で
あ
る
。
現
行
法
で
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料
率
は
、
被
保
険
者
の
標
準
報

　
　
酬
月
額
の
一
、
○
○
○
分
の
三
〇
で
、
こ
れ
を
事
業
主
と
被
保
険
者
と
が
折
半
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
　
厚
生
省
で
は
こ
れ
を

　
　
一
、
○
○
○
分
の
四
〇
乃
至
四
五
に
引
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
厚
生
年
金
保
険
の
給
付
内
容
の
改
善
の
た
め
に
は
、
国
庫
負
担
の
一
層
の
増
額
や
標
準
報
酬
額
の
引
上
げ
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
と

　
　
と
も
に
、
保
険
料
率
の
引
上
げ
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
の
よ
う
な
経
済
界
の
不
況

　
　
期
に
こ
れ
を
大
幅
に
引
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
が
、
し
か
し
被
保
険
者
、
事
業
主
は
、
給
付
内
容
改
善
の
た
め
に
、
国
庫

　
　
補
助
の
増
加
の
み
に
た
よ
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
負
担
能
力
の
許
す
範
囲
内
で
料
率
を
引
上
げ
、
こ
れ
を
実
現
す
る
努
力
を
払
わ
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
最
後
に
、
最
も
重
要
な
問
題
は
、
積
立
金
の
運
用
を
如
何
に
す
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
厚
生
年
金
保
険
の
積
立
金
は
、
最
近
で
は
毎
年
四
〇
〇
億
円
増
加
し
、
昭
和
三
二
年
度
に
は
二
、
○
○
○
億
円
を
突
破
し
た
が
、
今
後

説　
　
も
増
加
を
続
け
、
昭
和
四
〇
年
代
後
半
に
は
一
兆
円
を
越
え
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

論　
　
　
こ
の
巨
大
な
積
立
金
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
重
要
な
財
源
で
あ
り
、
そ
の
管
理
、
運
用
は
、
保
険
料
率
の
決
定
、
保
険
給
付
の
内
容
、
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論説
被
保
険
者
の
た
め
．
の
福
祉
事
業
な
ど
に
大
き
い
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。

　
積
立
金
は
、
昭
和
一
七
年
に
厚
生
年
金
保
険
法
が
施
行
さ
れ
て
以
来
、
す
べ
て
大
蔵
省
預
金
部
に
預
け
入
れ
ら
れ
、
一
部
分
が
被
保
険

者
の
福
祉
施
設
資
金
に
投
資
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
二
一
年
一
月
二
九
日
附
の
総
司
令
部
覚
書
で
預
金
部
資
金
の
運
用
が
国
債

と
地
方
債
の
消
化
に
限
定
さ
れ
た
た
め
、
厚
生
年
金
保
険
の
積
立
金
の
一
部
を
福
祉
施
設
資
金
と
し
て
融
資
す
る
こ
と
か
停
止
さ
れ
、
そ

の
運
用
は
預
金
部
へ
の
預
け
入
れ
に
限
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
そ
の
後
昭
和
二
六
年
に
資
金
運
用
部
資
金
法
が
制
定
さ
れ
、
従
前
の
預
金
部
が
資
金
運
用
部
に
改
組
さ
れ
た
が
、
こ
の
と
き
も
福
祉
施

設
資
金
へ
の
融
資
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
け
だ
し
、
資
金
運
用
部
資
金
法
は
、
第
二
条
で
「
政
府
の
特
別
会
計
の
歳
入
、
歳
出
の
決
算

上
の
剰
余
金
を
積
立
て
た
積
立
金
は
、
す
べ
て
資
金
運
用
部
に
預
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
第
三
条
で
は
「
政
府
の
特
別
会
計

の
余
裕
金
は
、
資
金
運
用
部
へ
の
預
託
の
方
法
に
よ
る
外
、
運
用
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
た
上
に
、
第
七
条
で
資
金
運
用
部
資
金
の
運

用
で
き
る
範
囲
を
「
一
、
国
債
、
」
二
．
国
に
対
す
る
貸
付
、
三
　
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
予
算
に
つ
い
て
国
会
の
議
決
を
経
、
ま

だ
は
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
人
の
発
行
す
る
債
券
、
四
　
同
法
人
に
対
す
る
貸
付
、
五
　
地
方
債
、
六
　
地
方
公
共
団
体
に
対

す
る
貸
付
、
七
　
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
発
行
す
る
債
券
、
八
　
同
法
人
に
対
す
る
貸
付
、
九
　
金
融
債
」
に
限
定
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
も
な
が
ら
、
　
昭
和
二
七
年
に
な
っ
て
福
祉
資
金
と
し
て
積
立
金
の
一
部
還
元
融
資
が
復
活
さ
れ
、
　
爾
後
毎
年
若
干
の
金
額
が
病

院
、
「
住
宅
な
ど
の
建
設
の
た
め
に
融
資
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
金
額
は
、
昭
和
二
七
年
度
は
一
六
億
田
で
あ
っ
た
が
、
三
三
年
度
に
は
七
五

億
円
と
増
加
し
、
融
資
対
象
も
当
初
の
病
院
及
び
住
宅
か
ら
休
養
施
設
、
体
育
施
設
、
会
館
建
設
な
ど
に
拡
大
さ
れ
て
き
て
い
る
。
け
れ

ど
も
ぼ
う
大
な
積
立
金
と
対
比
す
る
と
、
こ
の
程
度
で
は
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
あ
り
、
な
お
一
層
融
資
額
を
増
加
し
、
融
資
対
象
の
範
川

も
拡
げ
て
、
被
保
険
者
の
福
祉
増
進
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
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論『説

　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
運
用
部
資
金
の
枠
内
で
の
還
元
融
資
よ
り
も
、
積
立
金
の
効
果
的
、
民
主
的
な
管
理
、
運
用
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
現
在
資
金
運
用
部
に
年
利
六
分
で
預
託
さ
れ
て
い
る
積
立
金
を
引
上
げ
て
保
険
者
た
る
厚
生
省
の
所
管
に
移
し
、
事
業
主
代
表
、

被
保
険
者
代
表
を
含
む
運
営
委
員
会
を
作
っ
て
、
こ
の
委
員
会
に
管
理
、
運
営
さ
せ
る
、
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
が
、
必
要
で
あ
る
。

積
立
金
を
資
金
運
用
部
か
ら
分
離
し
て
運
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
　
い
ろ
い
ろ
な
反
対
が
あ
っ
て
、
　
実
現
は
非
常
に
困
難
で
あ
ろ
う

が
・
簡
坊
生
命
保
険
及
び
郵
便
年
金
の
積
立
金
や
国
家
公
務
員
土
ハ
済
組
合
の
積
立
金
な
ど
は
分
離
運
用
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
・
り
、

決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
。
実
際
、
こ
れ
が
実
現
し
た
と
き
に
、
積
立
金
が
真
に
効
果
的
に
、
民
主
的
に
管
理
運
用
で
き
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
厚
生
省
保
険
局
「
卑
生
年
金
保
険
法
十
五
年
史
」
第
二
六
八
頁
参
照
。

　
（
二
）
　
同
書
第
三
二
三
頁
以
下
参
照
。

　
（
三
）
　
一
級
地
に
お
け
る
六
〇
歳
以
上
の
男
子
に
対
す
る
生
活
扶
助
基
準
額
は
、
飲
食
物
費
（
主
食
費
、
副
食
費
、
皆
既
料
費
、
し
県
費
）
、
被
服
費
、

　
　
　
入
浴
費
、
理
髪
費
、
衛
生
費
で
、
計
一
、
九
〇
五
円
、
家
具
什
器
費
、
光
熱
費
（
電
灯
料
を
除
く
）
、
雑
費
で
計
六
五
〇
円
、
他
に
水
道
料
と
電
灯

　
　
　
料
が
一
二
〇
円
、
一
五
二
円
、
そ
れ
ぞ
れ
定
額
実
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
　
（
「
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
基
準
等
の
第
十

　
　
　
四
次
改
訂
に
つ
い
て
」
昭
和
三
二
年
四
月
十
〇
日
発
社
第
八
二
号
）

　
（
四
）
　
社
会
保
障
制
度
審
議
会
の
昭
和
二
七
焦
一
二
月
二
三
日
の
「
厚
生
年
金
保
険
、
公
務
員
の
恩
給
、
軍
人
恩
給
等
年
金
問
題
に
関
す
る
意
見
書
」
参

　
　
　
照
。

　
　
　
　
　
　
　
偉

厚
生
省
の
国
民
年
金
制
度
要
綱
（
第
一
次
）
案
に
よ
る
と
、
新
ら
し
く
作
ら
れ
る
国
民
年
金
制
度
は
、
「
全
国
民
を
適
用
対
象
と
す
る
。
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た
．
だ
し
、
別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で
は
、
・
厚
生
年
金
保
険
そ
の
他
の
現
行
公
的
年
金
制
度
の
適
用
者
に
は
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。
囚
野

球　
　
年
金
制
度
と
現
行
公
的
年
金
制
度
及
び
こ
れ
ら
の
制
度
相
互
間
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

論　
　
　
そ
こ
で
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
、
国
民
年
金
制
度
と
厚
生
年
金
保
険
と
の
間
で
資
格
期
間
の
通
算
を
可
能
に
す
る
方
法
如
何
と
い
う

　
　
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
社
会
保
障
制
度
審
議
会
は
、
昭
和
三
三
年
一
〇
月
録
日
次
の
よ
う
要
旨
の
答
申
を
行
っ
た
。

　
　
　
一
　
被
保
険
者
が
そ
の
加
入
し
て
い
る
年
金
制
度
を
脱
退
し
て
他
の
年
金
制
度
に
移
る
場
合
に
は
、
脱
退
手
当
金
又
は
老
令
年
金
部
分

　
　
に
見
合
う
保
険
料
（
被
用
者
年
金
保
険
に
つ
い
て
は
労
使
が
払
込
ん
だ
保
険
料
）
を
原
資
と
し
て
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
年
金
制
度
に
凍

　
　
結
し
て
お
き
、
各
年
金
開
始
年
令
に
達
し
た
と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
の
減
額
年
金
と
し
て
、
そ
の
合
計
を
支
給
す
る
。

　
　
　
二
　
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
、
各
被
用
者
年
金
に
お
い
て
、
単
独
に
は
本
来
の
年
金
に
達
し
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
通

　
　
算
し
て
二
〇
年
の
原
則
期
闘
を
み
た
し
た
も
の
に
の
み
、
各
被
用
者
年
金
に
お
け
る
老
令
年
金
行
始
に
相
当
す
る
と
き
に
（
例
え
ば
厚
生

　
　
年
金
で
は
六
〇
歳
）
、
そ
れ
ぞ
れ
給
付
を
開
始
す
る
。

　
　
　
三
　
国
民
年
金
に
通
算
し
た
場
合
は
、
国
民
年
金
の
老
令
年
金
の
給
付
開
始
時
に
支
給
す
る
。

　
　
　
右
の
通
算
方
法
は
、
現
在
の
各
種
公
的
年
金
制
度
の
脱
退
手
当
金
や
退
職
一
時
金
の
制
度
を
廃
止
し
て
減
額
年
金
制
度
を
作
り
、
王
制

　
　
度
の
減
額
年
金
の
合
計
額
を
丈
給
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
公
共
企
業
退
職
員
等
共
済
組
合
の
組
合
員
と
し
て
一
〇
年
、
次

　
　
に
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
と
し
て
一
〇
年
、
そ
の
後
法
懲
業
に
従
事
し
、
国
民
年
金
制
度
の
被
保
険
者
と
し
て
一
五
年
と
い
う
よ
う
な
場

　
　
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
金
制
度
の
脱
退
手
当
金
や
退
職
一
時
金
は
支
給
せ
ず
、
そ
の
代
り
に
、
減
額
年
金
を
個
々
の
制
度
か
ら
出
し

　
　
て
、
こ
れ
を
合
計
し
た
額
を
丈
給
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

　
　
　
資
格
期
間
の
通
算
方
法
は
、
他
に
い
ろ
い
ろ
な
方
法
も
考
え
ら
れ
る
が
、
右
の
方
法
は
、
保
険
の
転
出
入
に
関
す
る
事
務
を
簡
素
化
し

　
　
得
る
と
い
う
点
の
み
か
ら
見
て
も
、
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
脱
退
手
当
金
や
退
職
一

25　（2－4．50）　150



　
時
金
の
み
で
増
大
す
る
年
金
受
給
者
に
年
金
を
支
給
し
得
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
て
、
結
局
保
険
料
率
の
引
上
げ
と
か
国
庫
負
担
の
増

　
額
な
ど
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
次
に
、
厚
生
省
の
国
民
年
金
制
度
要
綱
（
第
一
次
）
案
で
は
、
国
民
年
金
制
度
の
適
用
対
象
を
、
現
行
の
各
種
公
的
年
金
制
度
の
適
川

　
者
以
外
の
全
国
民
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会
の
答
申
案
と
は
異
な
り
、
公
的
年
金
制
度
の
適
用
者
の
被

　
扶
養
者
、
家
族
も
、
す
べ
て
国
民
年
金
制
度
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
公
的
年
金
制
度
の
被
扶
養
者
を
も
国
民
年
金
制
度
の
適
用
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
は
当
然
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か

　
し
、
こ
の
人
々
に
対
し
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
り
、
遺
族
年
金
と
か
扶
養
加
給
金
な
ど
の
制
度
に
よ
っ
て
、
不
充
分
で
は
あ
る
が

　
　
一
応
の
保
障
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
健
康
保
険
と
の
関
係
を
考
慮
し
、
保
険
料
負
担
の
増
加
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
の

　
際
は
、
　
こ
の
人
々
は
国
民
年
金
制
度
の
適
用
を
除
外
し
、
　
遺
族
年
金
額
や
扶
養
加
給
金
を
適
当
に
増
額
す
る
よ
う
に
措
置
す
べ
き
で
あ

　
　
る
Q

　
　
　
更
に
、
従
業
員
五
人
未
満
の
事
業
所
を
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
対
象
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
国
民
年
金
制
度
の
対
象
と
す
る
か
、
と
い

　
　
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、
両
制
度
の
保
険
料
、
給
付
内
容
な
ど
を
比
較
考
量
す
れ
ば
、
厚
生
年
金
の
適
用
対
象
と
す
る
方
が
被
保
険

　
　
者
に
は
有
利
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
厚
生
年
金
保
険
法
の
改
正
が
希
望
さ
れ
る
。

　
　
　
最
後
に
、
厚
生
省
の
要
綱
案
に
よ
る
と
、
醸
出
制
年
金
給
付
費
の
三
分
の
一
を
国
庫
負
担
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
社
会
保
障
制
度

　
　
審
議
会
の
答
申
で
は
、
三
割
を
国
庫
が
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
三
分
の
一
或
い
は
三
割
の
国
庫
負
担
が
、
簡

説　
　
単
に
実
現
さ
れ
る
と
は
現
状
で
は
な
か
な
か
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
と
比
較
し
て
極
め
て
低
い
現
行
の
厚
生

論　
　
年
金
保
険
の
給
付
費
に
対
す
る
国
庫
負
担
率
－
一
般
被
保
険
者
一
五
％
、
坑
内
夫
被
保
険
者
二
〇
％
i
を
引
上
げ
る
こ
と
は
、
厚
生
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論説

年
金
保
険
の
内
容
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。

（
昭
和
三
三
年
一
〇
月
三
〇
日
）
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